
議案第１９号 

泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

標記条例を次のように制定するものとする。 

令和７年８月２２日 

泉州南消防組合管理者 上 甲 誠

泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例 

泉州南消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２４年泉州南消防組合条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正

する。 

改正後 現行 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

各種手当額表 各種手当額表 

手当の

名称 

金額 

危 険 作

業手当 

第３条第１号に規定する作業 １回につ

き ２００円 

第３条第２号及び第３号に規定する作業

１回につき ３５０円 

救 急 手

当 

（１） 救急救命士の資格を有する職員 

出場１回につき ３００円 

（２） 前号に規定する職員以外の職員 

手当の

名称 

金額 

危 険 作

業手当 

第３条第１号に規定する作業 １回につ

き ２００円 

第３条第２号及び第３号に規定する作業

１回につき ３５０円 

救 急 手

当 

（１） 救急救命士の資格を有する職員 

出場１回につき ３００円 

（２） 前号に規定する職員以外の職員 
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出場１回につき １００円 

夜 間 特

殊 業 務

手当 

１当務につき ３００円 

緊 急 消

防 援 助

隊 派 遣

手当 

１日につき ２,１６０円 

出場１回につき １００円 

夜 間 特

殊 業 務

手当 

１当務につき ３００円 

緊 急 消

防 援 助

隊 派 遣

手当 

１日につき ２，０００円 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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